
理

由

農
林
漁
業
及
び
食
品
産
業
の
持
続
的
な
発
展
を
図
る
た
め
、
農
業
法
人
投
資
育
成
事
業
の
対
象
と
な
る
法
人
と
し
て
、
林
業

又
は
漁
業
を
営
む
法
人
、
食
品
産
業
の
事
業
者
等
を
追
加
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を

提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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